
埼玉県立小児医療センター１２Ａ病棟トイレ改修工事 仕様書 

 

 本工事は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構の工事実務要覧に基づくほか、この仕様書

により実施するものとする。また、この仕様書は本工事の大要を示すものであり、ここに記

載されていない細部の事項については、発注者と受注者が協議して決定するものとする。 

 

１ 総則 

１－１ 一般事項 

 本仕様書は、埼玉県立小児医療センター（以下「発注者」という。）が発注する１２Ａ病

棟トイレ改修工事（以下「本工事」という。）の適正な履行の確保を図るため、地方独立行

政法人埼玉県立病院機構建設工事標準請負契約約款(以下「約款」という)第１条第１項に規

定する仕様書として、本工事に必要な事項を定めるものとする。また、受注者は、本仕様書

に定めるほか、関係法令を遵守し、円滑な業務の遂行に努めるものとする。 

１－２ 適用範囲 

 受注者は、約款、及び本仕様書の定めるところにより、本工事を履行するものとする。 

１－３ 提出書類 

（１） 受注者は、発注者の要望に応じて指定の期日までに発注者が定める様式により書類

を提出する。 

（２） 受注者は、提出した書類に変更が生じた時は、直ちに変更届を提出する。 

（３） 受注者は、工事履行関係書類を常に、監督員に提出できるように整備しておく。 

 

２ 安全管理 

２－１ 一般事項 

 受注者は、常に安全に留意して現場を管理し、災害を防止するために、従業員及び公衆の

安全衛生を図るため常に細心の注意を払い、労働安全衛生法規等を遵守する。 

２－２ 事故の防止 

（１）受注者は、工事履行に必要な安全管理者、工事責任者等を配置して、安全管理と事故

防止に努める。 

（２）受注者は、工事履行に当たり、使用する機械・器具の点検整備を行い、取扱いに当た

っては、熟練者が操作し、事故を未然に防止する。 

２－３ 事故報告 

 受注者は、工事履行中、万一事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに事故発

生の原因及び経過並びに事故による被害の内容等を速やかに監督員に報告しなければなら

ない。 

２－４ 後片付け 

 受注者は、工事の完了までに現場の清掃を行い、付近施設に損傷を与えた場合は修復する。 



３ 工事履行 

３－１ 工程及び現場監理 

（１） 受注者は、監督員の承諾を受けた工程表・実施計画書に従い、工事の円滑な履行と

適正な管理を行う。 

（２）工事にあたっては、高度な小児専門病院である当センターの特殊性を十分理解し、以

下の事項について注意すること。 

ア 患者に対する安全を心がけ、安静療養を妨げないこと。 

イ 工事上知り得た発注者の秘密については、他に漏らさないこと。 

３－２ 就業時間 

受注者は、工事の履行時間については、あらかじめ発注者と協議する。 

 

４ 工事概要 

４－１ 工事場所 

 工事場所については“別紙図面”参照 

４－２ 対象機器 

 対象機器については“別添図面”参照 

４－３ 工事内容 

① 機器の設置作業 

（１）天井の機器設置に際し、照明器具、火災報知機等の天井に設置してある機器及び器具

が支障となる場合は、移設及び撤去・再取付け(必要に応じて天井補修を行うこと。)を行う

こと。 

（２）各機器の搬出入に伴う施設関連の改修工事及び所要の足場設置等を行うこと。 

（３）各種配管・電源工事及び計装工事や塗装など設置に係る所要の付帯工事を必要に応じ

て行うこと。 

（４）試運転前にはメーカー推奨の各種試験等を行うこと。 

（５）機器及び配管類の設置に際しては、既存機器及び配管類の設置と同等以上の施工内容

とすること。 

（６）機器設置に係る天井および壁補修に当たっては、現状と同等品以上を用いて補修する

こと。 

② 総合運転調整 

作業完了後、総合運転を行い動作に問題がないか確認すること。 

 

その他 

・搬入に際し発生した廃棄物・梱包材料等は適切に処分すること。 

・発注者・当該関係者の指示があった場合、随時作業を中断すること。 

 


